
令和 3年度 第 1回白山会館運営委員会次第 

 

日時：令和 3年 5月 31日（月） 

  午前 9時 30分～ 

会場：白山会館 1階 多目的集会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委嘱状の交付 

 

 

３ 挨  拶 

  早川教育長 

 

 

 

４ 委員長、副委員長の選出 

 

 

 

５ 議  事 

 

（1）令和 2年度社会同和教育活動事業の報告について           資料№1 

 

（2）令和 3年度社会同和教育活動事業について            資料№2 

 

 

６ そ の 他 

 

 

 

 

 

７ 閉  会 

 

 

 

 



1 

 

令和 2年度社会同和教育活動事業の報告について 

 

１ 白山会館事業 

⑴ 人権教育推進事業 

①  小・中学生学習会 ＜毎週 2回、2020（令和 2）年 7月～2021（令和 3）年 3月＞ 

 小学生 中学生 

対象者数 5 2 

開催回数 54 41 

延べ人数 174(272) 142(222) 

※ （ ）は講師を含めた人数 

 

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・7月から実施 

・当日の検温、手指の消毒、マスク着用、換気、各回終了後の清掃・消毒作業 

・小学生学習会は、レクリエーションの時間をなくし、時間を 30分短縮 

 

②  教職員等現地学習会 

年間を通して 89（市内小・中学校 72、その他の市内学校 8、市外学校 2、市内団体 4、市

外団体 3）の学校等から要請を受け、白山会館で差別の現実を学ぶ人権・同和教育の学習会

を 44回開催し、928人が参加した。 

 団体数 人 数 備考 

市 

内 

小学校(附属含む) 51 488  

中学校(附属含む) 21 173  

高等学校 8 95  

特別支援学校 0 0  

その他団体 4 112 

上越教育事務所、上越市教育委
員会、上越人権擁護委員協議
会、上越地区同教社会同和教育
部会 

小   計 84 868  

市 

外 

小学校 0 0  

中学校 0 0  

高等学校 2 17  

特別支援学校 0 0  

その他団体 3 43 
県高等学校教育課、県同教進路
保障部会、燕市市民課・教育委
員会 

小   計 5 60  

合   計 89 928  

 

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・各回の参加人数を 30人以下に限定 

・夏季休業中は、参加校の範囲を上越市内の小・中学校及び高等学校等に限定 

・市外の学校等は、9月から実施 

・手指の消毒、マスク着用、講師用のアクリルボードの設置、休憩時間の換気、各回終了

後の清掃・消毒作業 

資料№1 
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③ 人権に関する図書・ビデオの設置 

○ 設置状況 

    ・図書数：514冊（うち新規購入 17冊） 

・ビデオ、ＤＶＤ数：42巻 

 

④ その他 

すげ笠づくり講座 

 東本町小学校 6年生の児童を中心に、被差別部落の生業として受け継がれてきたすげ笠

づくり体験と講師の講話を通して、すばらしい伝統技術を学ぶとともに差別を受けてきた

地域の歴史や正しい人権意識を学ぶ。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、第 1回の活動（7月・小千谷市でのすげ

刈り）は中止とした。  

第 2、3回の活動（東本町小学校でのすげ笠づくり） 

2回目：令和 3年 1月 29日：63人（児童のみ）、 

3回目：令和 3年 1月 30日：25人（児童 21人、保護者 4人） 

     

※ 10個のすげ笠が完成し、以下の神社等に寄贈した。 

・稲荷神社（東本町 4）2個  ・新町神社（新町）2個 

      ・等正寺（北本町 2） 2個  ・本覚寺（本町 7）1個 

      ・ごぜミュージアム（東本町 1）3個 

 

⑵ 地域交流事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、バスハイキングともちつき大会は、飲食を伴

うことや、3密を避けられない等の理由から、いずれも中止とした。 

 

⑶ 貸館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 「いのち・愛・人権」小千谷展 

中止 

 

 

 

利  用  内  容 回数（回） 人数（人） 

市教育委員会 153 1,673 

 

白山会館運営委員会 2 34 

50周年記念事業準備委員会 2 29 

その他会議等 10 68 

小・中学生学習会 95 494 

現地学習会 44 1,048 

地域交流事業（もちつき大会） 0 0 

部落解放同盟上越支部 8 102 

町内会、子ども会等 10 90 

その他（新潟県地域改善事業事務） 20 39 

合  計 191 1,904 
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２ 市民啓発事業 

⑴ 研修会の開催 

① 人権を考える講話会 

市内全小学校区で講話会を開催する計画であり、全ての小学校区（50校区）を 3年間

で一巡する。ＰＴＡ・地域青少年育成会議等、地域の組織からの協力を得て開催した。 

 

回 開催日 学校名 人数 回 開催日 学校名 人数 

1 9月 8日 東本町小 43 9 11月 17日 明治小 20 

2 9月 9日 古城小 22 10 11月 18日 稲田小 28 

3 9月 11日 大手町小 30 11 11月 19日 三郷小 25 

4 9月 30日 美守小 35 12 2月 5日 高士小 16 

5 10月 2日 豊原小 28 13 2月 9日 中郷小 60 

6 10月 13日 春日小 29 14 2月 18日 下黒川小 27 

7 11月 6日 和田小 28 15 2月 24日 針小 29 

8 11月 17日 諏訪小 28 16 ※来年度実施 有田小 - 

計 448 

 

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・9月から実施 

・マスク着用、講師用のアクリルボードの設置 

・手指の消毒、換気、各回終了後の清掃・消毒作業等 

 

② 人権を考える講話会（講師派遣事業） 

各機関、団体からの要請に応じ、当課社会教育指導員を講師として派遣し、人権問題に

関する研修会を実施するものであるが、各機関、団体からの要請はなかった。 

 

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・9月から申込受付 

 

③ 同和教育研修会 

東本町小学校で行われる同和問題に関する研修会を支援した。 

 

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・11月 13日に授業参観のみ実施。 

・学校・行政関係者等の代表者のみ参観。 

 

⑵ 研修会等の参加 

各種研修会に職員を積極的に派遣し、職員の資質向上を図り、その成果を社会同和教育行

政の推進に役立て、市民啓発にあたる。 

 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、主要な研修会等はすべて中止となった。 

職員が出席した研修会及び市・教育委員会主催で実施した職員向けの研修会は次のとお

り。 
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【県連関係】 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【市・教育委員会関係】 

 

⑶ 人権教育・啓発図書及びビデオ・ＤＶＤの貸出 

図書・ビデオの貸出状況 

・図書：11冊 

・ビデオ、ＤＶＤ：4巻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修・集会名 日 時 会   場 

人権担当リーダー研修会 I 10月 9日 新潟市 新潟会館 

人権担当リーダー研修会Ⅱ 11月 16日 新潟市 新潟東映ホテル 

人権担当リーダー研修会Ⅲ 12月 3日 上越市 教育プラザ 

部落解放同盟新潟県連合会 

荊冠旗開き 
2月 7日 新潟市 新潟東映ホテル 

研修・集会名 日 時 会 場 参加人数 

同和問題現地学習会 

講師：嶋田 守雄 様 

（部落解放同盟新潟県連合会 

上越支部 支部長） 

7月 15日 白山会館 

53人 

（教育委員会職員及び市議

会議員の新任を対象） 

同和問題研修会 

講師：中倉 茂樹 様 

（徳島県同和地区青少年団体連絡

協議会「止揚の会」事務局） 

11月 16日 
リージョン

プラザ上越 

130人 

（市新採用職員、区総合事

務所人権・同和対策担当職

員、教育委員会職員を対象） 



5 

 

 

令和 3年度 社会同和教育活動事業について 

 
2021（令和 3）年度も、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しつつ、必要な感染防止

対策等を取りながら事業を進めていきます。 

 

 

１ 白山会館事業 

⑴ 人権教育推進事業 

 ① 小・中学生学習会 

学習会の参加を通して、進路保障につながる学力の向上や仲間づくりを進め、差別に負

けない子どもを育てることを目的に、毎週 2回、白山会館で小・中学生を対象とした学習

会を開催する。 

 

 対象者数 曜日 時間 

小学生 5人 水・金曜日 17:00～18:30 ※当面の間 17：00～18：00 

中学生 2人 火・木曜日 19:00～21:00 

  

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・当日の検温、手指の消毒、マスク着用、換気、各回終了後の清掃・消毒作業 

・小学生学習会は、レクリエーションの時間をなくし、時間を 30分短縮 

 

② 教職員等現地学習会 

同和問題に対する正しい理解と認識を深め、人権教育における指導者としての資質向上

を図ることを目的に、現地学習会を実施する。（講師は部落解放同盟上越支部より派遣） 

      ・市内学校教職員現地学習会 

      ・市外学校教職員等現地学習会 

・市町村行政・県行政・他団体等現地学習会 

 

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・各回の参加人数を 35人以下に限定 

・夏季休業中は、参加校の範囲を上越市内の小・中学校及び高等学校等に限定 

・手指の消毒、マスク着用、講師用のアクリルボードの設置、休憩時間の換気、各回終了

後の清掃・消毒作業 

 

③ 人権に関する図書、ビデオ・ＤＶＤの設置 

人権に関する図書、資料等を購入し、白山会館所蔵図書の充実を図る。 

 

④ その他 

すげ笠づくり講座：年 3回開催 

    ・第 1回：7月 13日（火） （予備日：7月 16日（金）） 

小千谷市に行き、すげ刈を行う（すげ笠の材料集め）。 

     ・第 2回・3回（1月～2月） 

東本町小学校に講師を招き、すげ笠づくりを行う。すげ笠づくりを行う中での講師と

の交流や講師から講話を聴く中で学習を行う。 

 

資料№2 
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（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・当日の検温、手指の消毒、マスク着用等、東本町小学校と連携し、対策を行う。 

 

⑵ 地域交流事業 

交流事業を行い、地域住民と行政等の交流を積極的に図る。例年はバスハイキングともち

つき大会を実施していたが、令和 3 年度は感染症対策を講じながら、例年とは違う形式で実

施する。 

（検討案）7月上旬予定、北本町公園又は白山会館でのレクリエーション 

 

⑶ 貸館事業 

白山会館の利用の拡大を図る。 

  ・町内会、子ども会など 

・行政、教育機関、企業、人権諸団体関係者など 

 

２ 市民啓発事業 

⑴ 研修会等の開催 

  ① 人権を考える講話会 

3 年間で市内全小学校区を巡回する計画で講話会を開催する。学校、ＰＴＡ・町内

関係者、地域青少年育成会議等、地域の組織の協力を得て開催する。令和 3年度は 17

小学校で実施する。 

 

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・マスク着用、講師用のアクリルボードの設置 

・手指の消毒、換気、各回終了後の清掃・消毒作業等、開催校と連携し、対策を行う。 

 

② 講師派遣事業 

各機関、団体からの要請に応じ、当課社会教育指導員を講師として派遣し、人権問 

題に関する研修会を実施する。 

 

（※ 新型コロナウイルス感染症防止対策等） 

・マスク着用、講師用のアクリルボードの設置 

・手指の消毒、換気、各回終了後の清掃・消毒作業等、開催団体と連携し、対策を行う。 

 

③ 同和教育研修会 

11月 26日（金）に東本町小学校で行われる同和問題に関する研修会を支援する。 

（授業参観、講演会） 

 

⑵ 研修会等への参加 

各種研修会に職員を積極的に派遣し、職員の資質向上を図り、その成果を社会同和教育

行政の推進に役立て、市民啓発にあたる。 

 

⑶ 人権教育・啓発図書及びビデオ・ＤＶＤの貸出・周知 

人権に関する図書やビデオ・ＤＶＤについて、市民、学校教育・社会教育関係者へ無料

で貸し出し、研修会や学習に活用し、広く人権意識の高揚を図る。 

上越市ホームページ、現地学習会での紹介を通じ周知に努める。 

 



小・中学生学習会の概要について 

 

 

１ これまでの経緯 

1972（昭和 47）年、当市の同和対策事業を推進するため、地域住民の社会教育活動

を助長し、同和問題の解決に寄与する目的として、白山会館が設置された。当市にお

ける解放運動の拠点となっている。 

昭和 50年代前半には、白山会館を会場として、「学力保障」と「差別に負けない力

を育てる」ことを目的に、小・中学生学習会を開始した。 

 

２ 実施の根拠 

政府同和対策審議会による「同和対策審議会答申」（1965年）に基づく事業である。 

「同和対策審議会答申」前文では部落差別の解消が「国民的な課題」であり、「国の

責務」であると明記され、そのうち教育問題に関する施策の項目では、児童生徒の学

力の向上のため教育条件を整備することが定められている。 

 

この答申に基づき、行政、教育ほか様々な分野で同和対策事業や活動が行われており、

小・中学生学習会も当市が行う同和対策事業の一つとして実施している。 

 

３ 位置づけ 

  当市は、2003（平成 15）年に「人権を尊び部落差別などあらゆる差別をなくし明る

い上越市を築く総合計画」（人権総合計画）を策定し、諸施策を総合的・計画的に推

進している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 

・第 3章 第 2節 4 「社会教育における人権教育、同和教育の推進」 

⑸ 白山会館事業の充実 

白山会館を拠点とし、差別の現実に学ぶ現地学習会や地域に住む人々同士の  

相互理解と地域社会への参加の促進を図るため、地域交流事業、小・中学生学習会

などを推進します。 

・第 3章 第 3節 

⑵ 学校や教育機関との連携 

社会参画に向けての資質、学力の向上を図るため、学校やその他の教育機関 

と連携し、白山会館で小・中学生学習会を開催します。 



４ 現状 

本事業開始から現在までの間に、小・中学生学習会では進路につながる学力保障、

地区では「差別に負けない力」の育成をするという話し合いが行われ、この分担で続

けられてきた。 

現在は、学習会対象である地区在住の子どもや親戚の子どもだけではなく、ほかの

町内会の子ども（対象の子どもの友人）も参加しており、子ども同士の隔たりない交

流の場にもなっている。このことは、地区内外の子どもたちの相互理解や仲間づくり、

地区の子どもたちの地元に対する愛着につながっている。 

 

５ 教育委員会の方針 

当市においては、学校・地域・行政ほか様々な組織で同和問題の解決、差別解消へ

の取組が行われているが、いまだそれらの問題が解決しきれていない社会の現状があ

り、子どもたちを取り巻く環境には厳しい一面がある。 

教育委員会では、進路保障に結び付く基礎学力をつける学力保障と、友達や仲間同

士が集まれる場所、励ましあえる仲間づくりの場所として、小・中学生学習会を継続

して実施する。 



令和 3年度 主な研修会・集会日程一覧（予定） 

 

※ 各研修会等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今後中止または延期さ

れる場合があります）。 
 

【中央本部関係】 

 
【県連関係】 

 

【県人権・同和センター関係】 

研修・集会名 日時 会場 

人権・同和教育啓発推進講座 

越佐にんげん学校 
6～12月予定 上越市、妙高市 

 

【市教育委員会関係】 

研修・集会名 日時 会場 

同和問題現地研修会 7月上旬予定 上越市 白山会館 

同和教育研修会 11月 26日（金） 上越市 東本町小学校 

 

研修・集会名 日時 会場 

第 66回関東女性集会 8月 21日 埼玉県さいたま市 

第 53回東日本研究集会 10月 14日 群馬県高崎市 

第 72回全国人権・同和教育研究大会 11月 13日、14日 
上越市 上越文化会

館ほか 

研修・集会名 日時 会場 

第 38回県連定期大会 5月 23日 上越市 市民プラザ 

第 6回就職差別撤廃新潟県集会  6月 8日 
新潟市 新潟ユニゾ

ンプラザ 

第 2回新潟県人権保育研究集会 9月 11日 
南魚沼市 コミュニテ

ィーホール「さわらび」 

部落解放第 37回新潟県研究集会 10月 16日 
新潟市 江南区文化

会館ほか 

「いのち・愛・人権」小千谷展 

（初日の開会セレモニーに参加予定） 
11月予定 小千谷市 

部落解放同盟新潟県連合会上越支部 

旗開き 
令和 4年 1月 上越市 高陽荘 

部落解放同盟新潟県連合会荊冠旗開き 令和 4年 2月上旬 新潟市 
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上越市白山会館運営委員について 

 

■ 上越市白山会館運営委員とは 

  上越市白山会館運営委員は、「上越市白山会館条例」と「上越市白山会館運営委員

会規則」により定められ、白山会館事業の企画及び運営に関して教育委員会に助言

を行い、また、会館の運営管理に関し、必要と認める事項について協議する。 

 

■ 白山会館について 

上越市内の同和対策事業を推進するため、地域住民の社会教育活動を助長し、も

って同和問題の解決に寄与することを目的として、昭和 47年に設置された。 

以来、上越市の同和教育事業の拠点として、教職員の現地学習会や、小・中学生

学習会、交流事業などを実施している。 

 

■ 「上越市白山会館条例」の記述（白山会館運営委員に関する部分を抜粋） 

(運営委員会) 

第 13 条 会館の適正な管理運営を図るため、上越市白山会館運営委員会を置く。 

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

■「上越市白山会館運営委員会規則」の記述（抜粋） 

(組織) 

第 3 条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱す

る。 

(1) 教育機関及び社会教育関係団体の代表者 

(2) 学識経験者 

(3) 部落解放同盟上越支部の代表者 

(委員の定数) 

第 4条 委員の定数は、13人以内とする。 

(委員の任期) 

第 5 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期

間とする。 

参考資料 
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○上越市白山会館条例 

昭和４７年１２月２５日 

条例第５５号 

改正 昭和４８年６月３０日条例第４５号 

昭和４９年３月３０日条例第２６号 

昭和５７年９月２８日条例第５３号 

昭和６２年９月２６日条例第３０号 

平成９年３月２７日条例第１３号 

平成１３年３月２８日条例第１２号 

（設置） 

第１条 上越市内に存する同和地区における同和対策事業を推進するため、地域住民の社会

教育活動を助長し、もって同和問題の解決に寄与することを目的として、本市に会館を設

置する。 

（名称及び位置） 

第２条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

上越市白山会館 上越市北本町四丁目2番14号 

（事業） 

第３条 上越市白山会館（以下「会館」という。）は、第１条の目的を達成するため、次の事

業を行う。 

(1) 各種学級、講座等を開催すること。 

(2) 図書、資料等を備え、利用に供すること。 

(3) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。 

(4) 社会教育関係団体、機関等の連絡を図ること。 

(5) 住民の集会その他公共的利用に供すること。 

（開館時間） 

第４条 会館の開館時間は、午前８時３０分から午後１０時までとする。ただし、教育委員

会が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（管理） 

第５条 会館は、上越市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する。 

（使用の制限） 

第６条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。 

参考資料 
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(1) 公安若しくは風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められるとき。 

(2) 物品の販売、宣伝その他営利を目的とするとき。 

(3) 会館を破損するおそれがあると認められるとき。 

(4) その他管理者が使用を不適当と認めたとき。 

（使用申込み等） 

第７条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならな

い。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第８条 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、会館を許可目的以外に使用

し、又はその使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（許可の取消し等） 

第９条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消

し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。 

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わなかったとき。 

(2) 第６条に規定する理由が生じたとき。 

(3) 教育委員会又は市長において使用する必要が生じたとき。 

（使用料） 

第１０条 会館の使用料は、上越市使用料の徴収に関する条例（昭和４６年上越市条例第５

７号）に定めるところによる。ただし、第３条に該当するものは無料とする。 

（設備の変更の制限） 

第１１条 使用者は、会館を模様替えし、又は設備を付加しようとするときは、あらかじめ

教育委員会の許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により、模様替えし、又は設備を付加したときは、使用後直ちに原形に復さ

なければならない。 

（損害賠償） 

第１２条 使用者は、会館の建物又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状

に復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

２ 前項の賠償額は、そのつど教育委員会が定める。 

（運営委員会） 

第１３条 会館の適正な管理運営を図るため、上越市白山会館運営委員会（以下この条にお

いて「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 
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（委任） 

第１４条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この条例は、昭和４８年２月１日から施行する。 

附 則（昭和４８年条例第４５号） 

この条例は、昭和４８年７月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年２月１日から適用する。 

附 則（昭和５７年条例第５３号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

附 則（昭和６２年条例第３０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年条例第１３号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年条例第１２号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 
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○上越市白山会館運営委員会規則 

昭和４８年７月２０日 

教委規則第６号 

改正 昭和５６年５月２１日教委規則第７号 

平成１３年３月３０日教委規則第４号 

平成１４年３月２９日教委規則第１号 

平成１９年３月３０日教委規則第１０号 

平成２７年３月３０日教委規則第８号 

（目的） 

第１条 この規則は、上越市白山会館条例（昭和４７年上越市条例第５５号）第１３条の規

定に基づき、上越市白山会館運営委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（職務） 

第２条 委員会は、会館事業の企画及び運営に関し、教育委員会の諮問に応じ、会館の運営

管理に関し、必要と認める事項について審議する。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

(1) 教育機関及び社会教育関係団体の代表者 

(2) 学識経験者 

(3) 部落解放同盟上越支部の代表者 

（委員の定数） 

第４条 委員の定数は、１３人以内とする。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会議の議長となり、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。 

２ 定例会は、年４回とし、臨時会は、必要に応じて招集する。 

３ 会議は、委員過半数の出席で成立し、議案の採決は、出席委員の過半数で決し、可否同
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数のときは、委員長が決する。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定

める。 

附 則 

この規則は、昭和４８年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年教委規則第４号）抄 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年教委規則第１号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年教委規則第１０号） 

この規則は、平成１９年７月１９日から施行する。 

附 則（平成２７年教委規則第８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


